
     桑名高校同窓会第２回役員会 

                   平成２５年３月１６日 

                   於 朝日鋳工所２Ｆ会議室 

             出席者 西羽 晃・森田好博・上田広吉・渡辺 醇 

                 今村和子・福田正道・萱野冶道・西村治生 

                 水谷康明 

              欠席者 くじ目博・山口典久・加藤 寛・上田 泉 

                  広田千秋・竹山延幸・長瀬 浩・加藤武夫 

                  伊藤英明・岡野良子 

              連絡無 森 一蔵・加賀 修・岡田順二・辻内倫夫 

                  水谷宗嗣    

 

１・会長挨拶   役員会を開催するのが遅れたことのお侘び 

２・報告事項 

① 同窓会報誌Ｎｏ３１発刊について 

作成 ３４５０部 

校正間違いがあった、今後気をつけること 

② 卒業記念品 図書カード 卒業成分作成―白揚にて 

５００円のカードに対して、図柄印刷等約２５０円の費用が要る。 

  

３・協議事項 

① 今後の予定について 

       ・運営委員会開催について                          

            ５月１２日（日） １５：３０ より委員会（市民会館） 

                     １７：３０ より懇親会（柿安） 

                     （先生方の歓送迎会もかねる） 

         ＊注 1 運営委員会＝役員＋学年代表幹事＋顧問＋参与 

         ＊注 2 日程につき、校長の了解済 

             ２５年度の異動は喜田教頭が定年退職、他は移動なし 

 

       ・桑高祭参加について 

          うどん部屋を９月７日に開く予定 

          学校長は了解済（調理室とその近隣の教室を借りること） 

          実行委員会を立ち上げて準備する。（実行委員長は上田理事） 

          調理責任者は、保健所の検便を受けなくてはならない 

 

       ・２５年度幹事総会の開催について 

           １１月１０日（日） １０：００～ 

         ＊注 幹事以外の人も出席可なので、多くを誘ってほしい 

 



       ・役員会 ８月２４日（土）１４時 朝日鋳工会議室 

運営委員会 ９月１４日（土）または１５日（日） 

 

       ・その他 

          役員任期（２年）が幹事総会をもって終了するので、新役員を 

          決定したい。決定するに当たり、この２年間に役員会・運営委員

会に出欠の返事が１回もない人を役員から省きたい。 

 

② 役員からの上程議案 

        ・同窓会名簿の個人情報保護について 

           方針と細則を策定したい（別紙 2枚） 

           ＊注 上程者 渡辺理事 

 

        ・各支部（東京・関西）との連携について 

           特に、名簿の整合性について一番新しい物になるように 

           やり取りしたい。（6月末までに素案を作成し、検討する） 

           ＊注 上程者 福田理事 

      

＝       ・各クラスごとの名簿は、名簿担当理事に申し出て入手可能したいが 

           要求してきた相手の身元確認をどのようにすればいいか一考 

           する必要がある。 

  

                     会長 西羽 晃 

                     書記 今村 和子 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

三重県立桑名高等学校同窓会個人情報保護方針 （改定） 

 

 三重県立桑名高等学校同窓会（以下「同窓会」と称します）は、個人情報の 

重要性を認識し、以下の方針に基づいて個人情報の保護に努めます。 

 

１．個人情報の取得について 同窓会は、適正かつ公正な手段によってのみ個人情報を

取得します。 

 

２．個人情報の利用について 

 同窓会は、取得した個人情報を「同窓会報」「会議案内」「周年行事案内」等の 

送付や会員への諸連絡など、会員の管理および同窓会の運営に役立てる目的に 

のみ使用します。 

 

３．個人情報の第三者への提供 

 同窓会は法令に定められた場合および、業務の委託先に提供する場合を除き、 

本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。 

 

４．個人情報の管理 

 同窓会は、個人情報を厳重に管理し、その紛失・破壊・改ざん・漏洩などの防止 

に対する安全対策を講じます。具体策は、別途細則に定めます。 

 個人情報管理責任者は、同窓会の名簿担当理事とします。 

 同窓会が個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、委託先に機密保持を 

義務つけるなど、管理・監督に努めます。 

 

５．個人情報の開示・訂正・利用方法 

 同窓会は、本認可の個人情報の開示・訂正・利用停止等の申し入れがあった場合 

には、適切に対応します。 

 

 

改廃：   ２００８  月   桑高百周年実行委員会にて制定 

      ２０１３年３月   役員会にて細則制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 三重県立桑名高等学校同窓会個人情報保護方針   細則（案） 

 

１． 三重県立桑名高等学校同窓会（以下「同窓会」と称す）の個人情報保護方針 

 の具体策は、この細則による。 

 

２． この細則の制定・改廃は同窓会役員会の決定による。 

 

３． 会員全員の名簿の印刷（いわゆる同窓会名簿）は作成しない 

 

４． 全会員データへのアクセスは役員（会長・副会長・理事・会計監査）および 

 守秘義務契約を交わした業務委託業者限りとする。 

 

５． 会の目的遂行のために名簿を作成する場合は、電子データ、紙データとも 1つの 

 名簿のデータ件数を 500件以下とする。 

 

６． 上記の名簿は、その目的が終了した時点で速やかに廃却する。 

 

 

この細則は 2013年 3月 16日の同窓会役員会で制定された。 


